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は じめ に

外 国語を学ぶ 目的は,自 分 の思想や主張など

を他文化圏の人たちに伝 え,ま た彼 らの持つそ

れ らを正 しく理解 して,自 分 を豊かにするすべ

を身 につけることであろう。私 のように ドイツ

語 を学生 に教 える立場 にある者 は,単 に ドイツ

の言語 を学生 に覚 えさせればそれですむわけで

はな く,言 語の授業 を通 して ドイツ人の社会の

特質 を理解 させる必要がある。実際にまた ドイ

ツ語教師は学生 にとっては,ド イツ語のみなら

ず ドイツその ものを知る 「ドイツ通」 なのだか

ら,言 葉の問題以外 について もさまざまな質問

を受 ける。そ してそれ らはすべて,ド イッ人 と

つ きあう際 にあ らか じめ知 っておいたほうがよ

いと思われるものばか りである。

なかで も特 に学生 たちの関心 が集 まるのは,

個人 と社会 との関わ り方に,日 本 とどのような

違いがあるか,何 を知れば ドイツ人 と誤解 な く

相互理解ができるか という問いで もあろう。

大学の授業ばか りではな く,子 どもの通 う学

校の親たちの会合で も,親 たちか ら,「 こんな問

題 について,ド イッ人はどう考 えますか」 など

とよく質問 され,そ れについての話 を頼 まれる

ことも度 々あった。

私 に投げかけられたこの種の質問のなかで も,

質問者の関心の強 さが抜群であったのは,い わ

ゆる 「女性問題」だった。それは日本では同 じ

学歴であっても,社 会生活の中で何か につけて

女性が差別 されているという現実があ り,こ れ

か ら社会 に出て行 こうとする学生 も,大 学 を出

て現 に家庭 を持 った り職場で働いていた りす る

人 も,こ の問題 について多 くの矛盾 を感 じてい

るか らに違いない。勿論 このような質問をす る

のは,主 に女性である。そ してその もっ とも素

朴 な形は 「日本の女性 とドイツの女性はかな り

違い ますか」 とい うものだが,実 はこの問いは

決 して女性 の生 き方だけに限定 されるものでは

な く,男 性にとって も極めて重要 な,普 遍的な

問題であることは明かである。

確かに現在では,世 界の国々は近 くなって き

ているし,国 際化 も進んでいる。そのような世

の中で,ド イツと日本,あ るいは ドイツ人 と日

本 人の違い を,こ とさらに取 り上 げてのべ るの

は,何 だか時代の流れ にそっていない ような気

がするか も知れない。今 日ではあまり,Aの 国

の人だか らこう,Bの 国の人はこう,と いう区

別がつけにくくなりつつあるのは事実である。

だが実際の ところ,人 々は 自分の生 まれた国

の歴史を無意識にせ よ背負い,周 りの生活環境

を観察 しなが ら成長す る。そ してその中で,そ

の人な りの考 え方や感 じ方 を育ててい く。従 っ

て,個 々の国の持つ歴 史や自然が違えば,そ こ

に住む人々の感覚 も変わって くる。

もちろん個 々の受けた教育内容,そ して成人

になった時 に受 け入れ られる社会環境 など,同

じ国の中でも個人差 はあるが,こ こではそれは

一先ずおいて
,個 々の国の持つ教育 システム と

教育 に対 しての概念 な どの違 いか ら生 まれた,

その国特有の女性像 を取 り上げて,見 てい きた
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私 は ドイツで出 産 した。女 の子 が生 まれ たが,

始 め か ら女 の子,男 の子,と い う意 識 を まるで

持 たず に接 し,た だ一個 の 人 間 と して ニ ュー ト

ラル に接 して育 て,た とえば服 な ども私 の知 人

た ち の子 どものお下 が りを,男 児 用 女児用 の区

別 な く,借 りて着 せ ていた。 ドイ ツで は,ど っ

ちみ ちす ぐ着 られ な くな って しま う赤 ん坊 の服

な どは,友 達 の間で借 りた り貸 した りす る のが

あ た りまえ なの だ。

娘 が 一 歳 に な った 時 日本 に一 時帰 国 したが,

そ の時 同 じ歳 の子 をみ て,あ ま りの違 い に びっ

くり した。女 の子 は とって も女 の子 ら し く,可

愛 ら しく着 飾 ってい た し,男 の子 も,一 目で男

の子 とわか るか っ こ うを して い る子 が,圧 倒 的

に多 か った。 そ こ には,そ の子 の親 や周 囲 が無

意識 の うちに,女 の子 も男 の子 もそれぞれ に 「可

愛 く」,そ して女 は 「女 らし く」男 は 「男 ら しく」,

とい う心 遣 い を してい るの が窺 え た。 そ して ど

の子 も皆,見 惚 れ て しまうほ ど,あ ま りに も可

愛 ら しか った。

ドイツで は特 別 の時以外,あ ま り子 どもを着

飾 らせ た り しない。そ して寒 いの で女 の子 に も,

通常 は動 きやす いズ ボ ンをはかせ る。 従 っ て子

ど もも,あ ま り自分 の性 を意識 しない。可 愛 い

飾 りがつ い てい た りス カー トが短 か か った りと

い った,子 ど もっ ぽ さを強調 した服 もあ ま り出

回 ってい ないの で,子 どもっぼ く着 飾 った 子 も

ほ とん どい ない。子 ど もた ちは 「自分 は子 ど も

で可愛 い の だ」 とい う事 に さえ気 がつ かず に育

つo

女の子は思春期 になるまで,あ ま り自分の事

を女の子 として感 じていない。そのぶん思春期

になると,突 然化粧 を した り色々 と工夫 をこら

した りして,男 の子の気を引 こうと努 め始める。

学校に制服や特別な校則 による規制 もないので,

一時期はかな り派手 になる女の子が多い
。 それ

も一つの 自己主張であ り,大 事 な成長過程 とみ

なされているわけである。この時期 に女の子は,

こうした手段で 自己PRを しなが ら強 くなって

い く。個人主義 の社会環境で育 って きた彼女た

ちには,日 本 の女の子が持つ ような 「控 えめ」

や 「ゆずる」 とい う感覚はない。弱い ものは負

け,強 い者が勝 ち進 んでい く社会において,闘

争心は生 きてい く上 に必要で,か つ大切である。

好 きになった男の子 に猛烈にアタックし,奪 い

あ う。大人 になる成長過程 においては,ド イツ

で も日本で も女の子の方が早熟なので,イ ニシ

アティブをとるのは女の子 だ。仲の良い子 のボ

ーイフレン ドで も
,平 気で 自分 の方に向かせ よ

うと頑張 る女の子 を,私 は了 どもの頃か らよ く

みてきた。そ して日本の女 の子 とはかな り違 う

な,と 驚いていた。だが今考えてみると,こ れ

はやは り周 りの環境 をみて育つ子 どもたちの感

覚が,そ の国々によって違 った形 をとることか

らくるのだ と思 われる。

自立 と自律

こうして育 った子 どもが成長 し,結 婚年齢 に

達すれば,こ の違いはどの ような形で現れるだ

ろうか。た とえば,い くら日本で も最近は離婚

率が高 くなったとはいえ,周 りを見渡 して もそ

れほど日常茶飯 とい うわけではない。 これに反

して ドイツの離婚率は比べ ものにならないほど

高 く,母 親が気 を許 していると,父 親が隣に住

んでいる女性 と仲良 くなっていた,と い うこと

だってあ り得 るのだ。子 どもたちは日常普通 に,

大人たちのペアが変 わってい くの を見て育つの

で,常 に自分 自身が しっか りしなければ大変 な

事 になると,無 意識の内に感 じなが ら大 き くな

る。そ してその気持 ちか ら,女 性 たちは強 くな

ってい く。 自分の選んだパー トナーが違 う人の

所 に行ってしまわない ように,そ して現在 自分

がおかれている環境が,今 の状態 よ り悪 くなら

ないように,常 に気 を張 って生活 していかなけ

ればならないか らである。
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それには何 よりも,男 性 あるいはパ ー トナー

と経済面 でも対等 であることが望 ま しい。従 っ

て,女 性が 自立 した仕事 を持つのはあた りまえ

なのである。勿論男性側 にも同 じ事が求め られ

ているか ら,自 立 した女性 と自立 した男性のカ

ップルには,子 育てや家事が女性 だけの役 目で

あるとい う考えはな くs男 性 も女性 とほぼ同 じ

ようにそれ らをこなす。育児休暇は父親が とっ

て も全 くかまわない し,実 際 とってい る男性 も

多い。お互 いに協力 しあって生活 していかない

と,現 在の状態が維持出来ないのである。

人間の性格形成は,常 にこの緊張感 にさらさ

れているといない とでは,か な り違った ものに

なるのは明 らかであろう。

自己責任の生活感覚

この ように して,日 本 とは普段の生活感覚が

違 う ドイツで生 きてい く女性 は,日 本で生 きて

い る女性 とは生活感覚が大 き く異 なって くる。

ドイツ人女性 ばか りではな く日本人女性 も,外

国の社会の中で暮 らすのであれ ば,そ の国の習

慣や生活ルールに順応 して生 きていかねばな ら

ない。ドイッ人男性 をパー トナー とす るのなら,

強い女性はちょっと苦手 とい う,や やマイル ド

な男性 を選べ ば良い と言 われるか も知れない。

しか し個人主義 の社会の中では自分 とい うもの

をしっか り持 ち,最 後(死 ぬ)ま で 自分の事 は

自分で責任 をもって生 きていかな くてはな らな

い状況は,決 してパー トナーの性格 によって変

化す るものではな く,ド イツ人の社会で生活す

るか ぎり,そ れが至極あた りまえなのだ。

自分の行動 に責任 をとらなければいけないの

は,す でに子 どもの時期か らである。なぜ なら,

社会の システム自体が,す べてに自己責任 を要

求するか らである。た とえば,歩 いている時 に

車 に礫かれて も,ま た万一それが死 につなが っ

て も,交 通のルー ル上礫かれた側が悪 ければ何

の保 障 も出ない。 ましてや,礫 いた人が個 人的

に謝 りに来た りお見舞いに来たりすることなど,

絶対 にあ りえない。あ くまでも,ル ール をまも

らず に礫かれたのだか ら,礫 かれたほ うに責任

がある,と い う考 え方 である。逆 をいえば,歩

行者 は信号が赤であって も自分の判断で危 な く

ないと思 えば渡 るし,横 断歩道でない場所で も,

自分が安全だ と判断すれば平気で渡 る。信号が

赤だか らといって,渡 れそうなのに辛抱強 く待

っ ということは しない。 しか しその一方で,一

見 して危険なことの明 らかな,車 の交通量の多

い道 を強引に渡 ろうとす る年寄 りはいない し,

突然横道か ら飛 び出 して くる子 どもや 自転車 も

珍 しい。 日本ではそれに比べて,も し人を礫 い

て しまった ら,た とえそれが どんな状況であっ

たに しろ,礫 いた側の責任が問われる。それゆ

え,歩 行者 より運転 している側が常 に注意 をは

らっていなくてはならない。 これは極端に言え

ば,歩 行者が車に擬ね られたら,歩 行者が悪 く

て も車の方 に責任があるとされ,本 当の違反者

である歩行者 は責任 をとらな くて もよい場合 も

あるとい うことになる。

同 じように,も し電車の中で眠って しまって

バ ックをとられた らどうだろうか。それは もち

ろん とった人が悪いのだが,し か しドイッでは,

自分の持 ち物 を取 られたの に,寝 ていて気がつ

か なか ったほうにも責任がある,と 言 われる。

自分の身体や持 ち物 は,自 分 自身で責任 をもっ

て守 らねばならない。落 し物 や,忘 れ物 をした

場合 も,そ の人の責任である。 日本の電車のア

ナウンスのように,い ちいち親切 に忠告 しては

くれ ないので,子 どもたち も自然 にしっか りす

る。

教育 に関 して も,日 本ではわが子 に一生懸命

勉強 をす るように親が勧め,子 どもの勉学 に出

来 る限 りのバ ックアップをす るが,ド イッでは

落第 システムがあるので,も し子 どもが6段 階

の成績評価で5や6(日 本 の5段 階評価の1に あ

たる)を 取れば,当 然その子 は落第する。 しか

しそれに対 して親はとやか く言わない。 この落

第制度は小学校2年 生か ら適用 され,毎 年平均

全体 の2～3%が 落第(留 年)す る。落第 した く
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なければ子 ども自身が自分から勉強する他ない。

ただ し,こ こで大切な点は,落 第 とい う言葉が,

日本の ようにマイナスの響 きを持 っていないこ

とである。 したが って,子 どもが もう一度 同 じ

学年 をや って基礎 を固めたい と思 ったら,そ れ

も出来 るのだ。

いずれ にして も,こ の ように ドイツでは子 ど

もの時か ら,男 女の区別無 く,し っか り考 え行

動 し,自 分 の将来 を選択 していかな くてはなら

ないのである。何の仕事 をしたいかによってか

な り早い時期か ら学校で学ぶ内容 も変わって く

るが,進 学 を含めて,学 校制度や大学のシステ

ムなどについては,後 ほど改めて述べることに

する。

さて ドイツで も,1980年 に職場 における男女

同権が法律 によって確立 されたので,同 じ仕事

をする場合,性 別による賃金 の差別 はな くなっ

た。 しか し女性のほ うが男性 より,リ ス トラの

対象になりやすい可能性 もあ り,ま だ完全 に男

女平等 とは言い切れない部分 も残 っている。た

だそうは言 っても,日 本の一部の企業のように,

男性 と同 じ大学卒 とい う資格 を持 って入社 しな

が らお茶 くみや使 い走 りなどをさせ られること

は無い。結婚退職を促 されることも,絶 対 にあ

りえない。有給育児休暇は3年 間とれるが,こ

の期間職場は確保 されていて,い つで も復帰で

きるようになっている。これをみて もわかるが,

日本 よりもかな り働 く女性 には有利な仕組み に

なっていると言えよう。 しか しそれだけに,女

性 もちゃらんぽ らんには生 きる事が出来ず,何

に関 しても男性 と同 じように,仕 事 に対 しても

真剣に とりくまなければいけないと言 う事であ

る。

女性 と教育

ドイ ツの子 ど もた ち は,だ い たい12～ ユ3歳

の頃 に進学 先 の学校 を決 め る。 そ の種類 は大 き

く分 け て,基 幹 学校(Hauptschule),実 科 学校

(Realschule),ギ ムナ ジウム(Gymnasium),統

合学校(Gesamtschule)に 別かれ,ど れを選ぶか

によって,将 来 の仕事の方 向が決 まって くる。

学生が進学する割合 は,順 にほぼ20%,35%,

35%,10%と なっている。ただ し一度決めても,

後で別の学校 に移 ることは可能である。この時

点で男 も女 も,自 分は どんな仕事だった ら出来

るだろ うか,何 が 自分 に適 してい るかなどを真

剣 に考 える。 この時期,男 の子 は兵役の事 も含

めて,将 来の自分の生活設計 を自覚的にしっか

り立てない と,実 際に大変な事 になって しまう。

もし失敗 して しまった ら,誰 も尻拭 いも責任 も

とって くれない事 を,若 者 たちは自分の身辺 を

見て,十 分に分かっている。

ドイツは何事 において も,資 格試験 を通 って

進んでい くシステムだ。大学で学ぶにも 「大学

入学資格」(アビ トゥーア)を とる必要があるが,

ドイツの大学はその殆ん どが国立あるいは公立

であ り,大 学問の格差はない と言ってよい。こ

の資格 さえ とっておけば,大 学 に空席 さえあれ

ばいつで も入学出来 る。この試験 は国家試験だ

が,大 学進学希望者 は高等学校 を卒業す る年 に

受験 して,こ の資格 を取 るのが一般的である。

そ して直 ぐに大学に入ることを しないで,先 に

兵役 をす ませ る者 もいれば,一 年ほど勉強はお

休みにして,世 界旅行 をすることもで きるわけ

である。かつては大学入学資格を とってか ら直

ぐに社会 に出て働 き,定 年で退職 してか ら大学

生になるケース もあ り,子 育てが終わってか ら

大学に入る女性 もいる。

さて,大 学で勉強す る決心 をす ると,自 分が

何 を学 び何 の研究 をしたいか考 えて,先 生 を選

び大学 を選ぶ。選んだ先生が期待外れだった ら,

又別の先生を探 して移 ってい く。その場合,必

ず しも別の大学に移 らなければならないわけで

はな く,同 じ大学の同 じ学科内で先生 を変 える

ことも自由である。 したがって,実 力のある先

生 と無い先生 とでは,授 業 を受 けに来る学生 の

数 もかな り違 って くる。私 は音楽大学のピアノ

科 にいたが,実 力のあ る先生が新 しく入 って く

ると,同 じ大学内で他の先生 に就 いていた学生
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たちが,そ の先生の レッス ンに殺到する。専 門

の実力や指導力の無い先生方 は,配 当 された副

科の学生 しか教 えられない事 になって しまう。

自分の実力 を保持 し,常 にそれを示 し続 けなけ

れば,た ちまち弱い立場になって しまうのが実

力主義の世界 なのだ。同僚の問で も,女 性だか

らといって労わ られた り,特 別扱 いされた りす

ることはあ り得 ない。教わる方の学生 も,あ の

先生 は女性なので,ち ょっ と優 しそ うだ し点数

も甘いか もしれない,な どと考えて受講する者

はいない。そんなことをすれば,自 分で 自分の

墓穴 を掘 るような ものだ。また,学 生が 自分の

実力 をつけるために,先 生を自分の判断で選ぶ

とい うの も,日 本 とは基本的に考 え方の違 うシ

ステムである。

ここで もわかるように先生 も学生 も,良 い意

味で も悪い意味で も,自 分の蒔いた種は自分で

刈 り取 るほかはない。能力のない先生 に就いた

と判断 した ら,す ぐに自分 にふ さわ しい先生 を

見つ けて,勉 強の体勢 を立 て直す必要がある。

そ して最終 的には,自 分 に相応 しい教授 のもと

で,目 指す資格試験 を受けることを教授が認 め

るまで研鐙 し,資 格 をとってその段 階の学業 を

終えるのである。

ここで一言付け加えてお くと,こ の 「資格試

験」 というのは卒業試験ではない。 ドイッの大

学では 日本の ように決 まった数の単位 をとれば

卒業 させて くれるとい うわけで はな く,ま た卒

業試験 というもの もない。大学 には 「卒業」 な

どないのである。学生は数年間大学で学 び,必

要科 目を修得 し十分 に実力がついた と確信で き

た ら,専 攻科 目で試験 を受 ける。そ して 「フラ

ンス語教師資格」,「法律家資格試験」,あ るいは

「一般音楽教師資格」というような,職 業技能者

と しての資格(デ ィプローム)を 手に入れ る。

これ らの資格試験は,す べて国家試験 であって,

これに合格 した上で,さ らに適当な職場 に空 き

席がで きるのを待 ち,職 に就 く。

よい指導者 に就 いて勉強 しなければ,自 分の

実力が上が らない ことを学生 自身が知っている

か ら,学 生 も必死で よい先生 を探す。良師 と出

会えるか どうかは,正 に死活問題 なのである。

さてそこで,も しも同 じ大学 には自分 にふ さ

わ しい先生がいない と判断 したら,学 生 はどう

す るか。 もちろん別の大学 に移 る。 さきに述べ

た通 り ドイツでは,入 学資格 さえあれば どの大

学 にで も入 れる し,大 学間の格差は本質的に言

って存在 しない。だか ら学生は自分の求める先

生のいる大学に,自 由に移ることがで きるのだ。

ただ最近では学科によっては,入 学希望者の

数が受 け入れ可能の限度 を越すことがあ り,そ

の場合には空 き席待ちや くじ引 き,入 学資格試

験 の成績 による上位か らの採用な ど,制 度 の本

来のあ り方 に反することが行 われているが,こ

の 「理想 と現実のギャップ」が,今 後 どの よう

に埋め られてゆ くか,極 めて興味深い ところで

ある。

大学の制度 と遍歴職人制度

大学生が自分 に相応 しい先生 を求めて,場 合

によっては大学から大学へ と移 ってゆけるのは,

もともと職人の遍歴修行の制度 に由来する。

遍歴職人 とは見習職人の期間を終わった後 に

各地 を遍歴 しなが ら見 聞を広め,技 術 を磨いて

いる1修 業中の若者のことである。彼 らは自分

の腕を磨 くのに相応 しい場 と親方 を捜 し,職 人

としての腕 を磨いてゆ く。そ して最終的には,

彼 ら自身の実力が周囲に認め られて初めて,親

方 になる試験 を受けさせ てもらうことが出来 る

のである。試験 に合格 したら,親 方(マ イスタ

ー)の 称号 を得 て,周 囲からも一人前 と認め ら

れ,自 分の工房 を持つ ことが許されるという仕

組みである。学生 はもともと学問 を職業 とする

職 人であ り,大 学 は彼 らが技術 を習得するため

の施設だったか ら,歴 史的にみれば,学 生の教

育 も職人の養成 も,原 理的には同 じシステムな

のは不思議ではない。

ドイツでは現在で も,職 種 によってはこの制

度が生 き続けてお り,ど の職種であれ親方(マ
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イス ター)の 称号 は,人 々の尊敬 の対象である。

また若者 にとって も,マ イス ターになれること

は最高の誇 りであ る。なぜ ならばその称号は,

自らの努力 と力量 によってのみ,獲 得 されるも

のだか らであろう。

かつては ドイツで も,職 人 といえば男性の職

業であった。現在ではこの原則が通用 しな くな

っていて,女 性であって も本 人の意志に よって

職種が選択で きる。 その結果 この遍歴修行 とい

う制度 も変化 して きているが,し か し自己責任

によって技能を獲得 し,自 分 の価値 を高めてゆ

くとい う考 え方 は,確 固 として生 き続 けている

ことを忘れてはならない。 ドイッの女性はこの

ような意識 を持つ社会の中で,女 性だか らとい

って差別 されることもないが,逆 に特権 もな く,

自力で 自分の場 を確保 してゆかなければな らな

いのである。

お わ りに

一般 に 「ドイツの女性」 とい う概念には
,昔

か ら一種 特別 なイメージがつ きまとっている。

す なわち彼女たちは貞淑な家庭の主婦の鑑の よ

うな存在 で,真 っ白なの りが きいたエプロンを

身に着け,家 中をピカピカに磨 き上 げ,窓 を花

で飾 る。戦前そ して戦後 もまだ しばらくの うち

は,ド イツ女性 と言 えばす ぐに,こ のようなイ

メージを呼び起 こした ものだった。彼女たちは

さらに,戦 争直後 まだ男性 の少 ない時期 には,

爆弾で壊れた町の瓦礫 の中か ら石 を一つ一つ整

理 して積み上 げ,家 々を再建 し町並みを復興 し

た。そ うした姿はよ く戦後の ドキュメンタリー

フィルムで も観 られる。 ドイッの女性 はおおむ

ね体格が よく,体 つ きも大 きいので,力 も男性

に引けをとらない ぐらい強い。てきぱき トロッ

コに瓦礫 を積んで運ぶ女性の姿 は,日 本の戦後

の映像 とは対照的で印象深い。戦争で敗れ身 も

心 もボ ロボロになって戻 って きた夫 を励 ま し,

子 どもを育 て,家 庭の大黒柱 となって必死に生

活 を支えた。

第二次世界大戦が ドイツ人 に,色 々な面で精

神的 に大 きなダメージを与 えたことは間違いな

い。ナチス政府がユ ダヤ人に対 して した事が次

から次 に公 にな り,ド イツ人 という人種全体が

世界 的に非難の的 にな り,国 全体で自分達がや

った事 に対 して責任 をとってゆかな くてはな ら

な くなった。あれは民衆 の知 らなかったことだ

と言って も,そ れです まされるような状態では

な くなっていた。 ドイツ人が長い歴史の中で築

き上 げて きた伝統を守 りつつ,民 族の誇 りを失

わず,し かも自国が犯 した罪を背負 って生 きて

ゆ くのは,実 に大変なことであった。

しか し ドイ ッ人 は見事 にそれをな しとげた。

周囲か らの圧力 につぶれる事 な く,ド イッの良

き伝統 を自ら否定せず守 りなが らも,彼 らは自

分達の先祖がやったあや まちを二度 と繰 り返 さ

ない ように忘れない ように努力 し,ユ ダヤ人 に

は出来る範囲で今 も謝罪 し続けている。(充 分で

ない と言 う人 もいるか もしれないが,公 に罪 を

認め,謝 罪する事が大事だ。)ド イツの国に政治

的に逃 げて きた人や難民な ども,積 極的に受け

入れている。 これはかつて,ナ チスに思想的に

反対 し,処 刑 されそ うになって国外 に逃れ よう

とした り,ナ チスの支配下では自由に仕事 をす

ることがで きないので他 国に移住 しようとした

ドイッ人たちが,自 分たちを受け入れて くれる

国が なかなか見つからなか った り,経 済的な条

件 をそ なえていなければ入国を拒否 された りし

た,苦 い経験があるからである。

戦前,戦 中,戦 後 に夫 を支 えて奮闘 した 「貞

淑 な ドイツ女性」の強 さは,そ の後の社会にお

いては 「自立 し自律 する ドイツ女性」の強靭な

精神力 と行動力に変容 した。 しか しなが ら,こ

の ような従来 の 「ドイツ女性」 とい う観念が,

今 日ではもはや通用 しな くなってきているの も

事実である。東西 ドイツの分裂 と再統一,外 国

人労働者の受け入れ とそれに伴 う外国人人口の

激増,と くにイス ラム文化圏から来た人たちが,

彼 ら自身の生活習慣 と価値観 を変えずに ドイツ

に住みついていることなど,さ まざまな理由か
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ドイッ社 会を よりよ く理解す るために

ら,ド イッは もはや ドイッ人だけが生活す る社

会ではな くなった。そ して女性が社会で果たす

役割 も次第に変化 している。他文化 圏の生活感

覚で生 きる女性たちが多 くなれば,ド イツ人女

性 といえ どもその影響 を受 けないですごすのは

困難である。現実 に,ド イツ女性の価値観や生

活態度には変化が生 まれてお り,こ れか ら先 も

その変化は進 んでゆ くだろう。

女性たちがこのように歴 史を担いなが ら,社

会的な変化 を経験 しつつ生 きている国に,も し

日本で育 った女性が行 って,そ こで生活 をす る

とき,ど の ような覚悟がいるだろ うか。そのあ

た りのことを自覚す ることか ら,実 は本当の ド

イツ理解の第一歩が始 まるのではないか と思 う。
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